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命 令 書

再審査申立人 スタンダード・ヴァキューム石油自主労働組合

再審査被申立人 エクソンモービル有限会社

主 文

本件再審査申立てを棄却する。

理 由

第１ 事案の概要及び請求する救済の内容の要旨等

１ 事案の概要

(1) 本件は、エクソンモービル有限会社（本件初審申立て当時は「モー

ビル石油株式会社 。以下「会社 ）が、会社の従業員でスタンダード」 」

・ヴァキューム石油自主労働組合（以下「組合」又は「ス労自主 ）の」

組合員であった８名（ Ｘ１ 、 Ｘ２ 、 Ｘ３ 、 Ｘ４ 、

Ｘ５、Ｘ６、 Ｘ７ 及び Ｘ８ 。以下それぞれ「Ｘ１ 「Ｘ２ 、」、 」

「Ｘ３ 「Ｘ４ 「Ｘ５ 「Ｘ６ 「Ｘ７ 「Ｘ８ 。この８名を併」、 」、 」、 」、 」、 」

せて以下「本件組合員 ）に対し、①昭和５８年度から平成２年度まで」

の基本給中の会社配分額等を差別決定して当該期間の基本給を支給し

たこと、②昭和５７年冬季から平成２年冬季までの各一時金の支給月
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数を差別決定して当該期間の一時金を支給したこと、③賃金・一時金

の制度を公開せずに、不公正な運用をしたことが、それぞれ労働組合

法第７条第１号及び第３号に該当する不当労働行為であるとして、同

元年１２月２６日に、組合から会社を被申立人として、大阪

府労働委員会（以下「大阪府労委」）に救済申立て（平成元年(不)第７１

号 （上記①のうち同２年度の基本給の格差の是正に関する分、上記②）

のうち同元年冬季から同２年冬季までの各一時金の格差の是正に関す

る分及び上記③については、同３年６月１７日に救済申立て（平成３

年(不)第２９号 ）のあった事件である。）

なお、組合は、同２年２月９日、上記①の一部（Ｘ５ の昭和５８

年度から同６１年２月分までの基本給の格差の是正に関する分）及び

上記②の一部（Ｘ５ の同６０年夏季及び冬季の各一時金並びにＸ２

） 。の同年冬季の一時金の格差の是正に関する分 の申立てを取り下げた

(2) 初審大阪府労委は、平成３年７月１０日に上記両事件を併合して審

査の上、同７年１２月２６日、本件救済申立てのうち、上記(1）①に

ついては昭和６２年度以前の基本給の格差の是正に関する申立てを、

上記（1）②については同６３年冬季以前及び平成元年冬季の各一時金

の格差の是正に関する申立てを、それぞれ労働組合法第２７条第２項

の期間（以下「救済申立期間 ）を徒過していることを理由に却下し、」

その余については棄却した。

これに対し組合は、これを不服として、同月２７日に再審査を申し

立てたものである。

２ 初審における請求する救済の内容の要旨

(1) 組合結成以来の昭和５８年度から平成２年度まで（以下「賃金救済

対象期間 ）の基本給について、本件組合員の実支給額と会社における」

同一職種・同一年齢の者の平均支給額との差額の是正（昭和５８年度



- 3 -

から同６１年２月分までのＸ５ の基本給を除く 。。）

(2) 組合結成以来の昭和５７年冬季から平成２年冬季まで（以下「一時

金救済対象期間 ）の各一時金について、本件組合員の実支給月数と会」

社における組合員有資格者の平均支給月数との格差の是正（Ｘ５ の

昭和６０年の夏季及び冬季の各一時金並びにＸ２の同年冬季の一時金

を除く 。。）

(3) 賃金・一時金の制度の公開と公正な運用。

(4) 謝罪文の掲示並びに社内報への掲載及び配布。

３ 本件における争点

(1) 救済申立期間

ア 昭和６２年度以前の基本給の格差の是正に関する申立ては、救済

申立期間を徒過したものか否か （同５８年度から同６１年２月分ま。

でのＸ５ の基本給を除く。下記(2)アにおいて同じ ）。

イ 同６３年冬季以前及び平成元年冬季の一時金に関する申立ては、

申立期間を徒過したものか否か。(Ｘ５ の昭和６０年の夏季及び冬

季の各一時金並びにＸ２の同年冬季の一時金を除く。下記(2)イにお

いて同じ。)

(2) 基本給及び一時金に関する差別取扱い

ア 賃金救済対象期間（上記(1)アの救済申立期間の徒過があった場合

には昭和６３年度から平成２年度まで。以下「賃金検討対象期間 ）」

に係る基本給に関して、本件組合員に対し組合所属又は正当な組合

活動を理由として基本給中の会社配分額等を差別的に決定して当該

期間の基本給を支給したか否か。

また、これが、労働組合法第７条第１号及び第３号に該当するか否

か。

イ 一時金救済対象期間（上記(1)イの救済申立期間の徒過があった場
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合には同元年の夏季並びに同２年の夏季及び冬季。以下「一時金検

討対象期間 ）に係る一時金支給に関して、本件組合員に対し組合所」

属又は正当な組合活動を理由として支給月数を差別的に決定して当

該期間の一時金を支給したか否か。

また、これが、労働組合法第７条第１号及び第３号に該当するか否

か。

(3) 賃金・一時金制度関連

、 、 。会社が 賃金・一時金の制度を公開せず 不公正な運用をしたか否か

、 、 。また これが 労働組合法第７条第１号及び第３号に該当するか否か

第２ 当事者の主張の要旨

１ 組合の主張

(1) 初審における主張

ア 組合全体に対する差別について

会社は、組合及び本件組合員を組合結成以来忌み嫌い、その弱体

化と壊滅を企図してきたことに起因し、賃金制度を明らかにせず、

業績評価を不公正に運用した結果、本件組合員の基本給及び一時金

、 （ 。に関して 賃金救済対象期間の賃上げ 毎年の賃金の引上げをいう

以下同じ ）における基本給中の会社配分額及び一時金救済対象期間。

の一時金の支給月数を組合員有資格者平均と比較して低く査定され

る等の差別を受けた。

なお、会社の賃金体系は、専門職と非専門職の間に職務内容に必

ずしも差がないのに、基本給に大きな格差があり、差別的な体系で

あるところ、組合は、賃金は同一職種の同一年齢において基本的に

は同一賃金であるべきであると考えている。

したがって、会社は、本件組合員について、同一職種において、
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同一年齢の者の平均基本給額（賃金救済対象期間の総額）との差額

及び組合と妥結した一時金平均支給月数による一時金額（一時金救

済対象期間の総額）との差額をそれぞれ是正すべきである。

イ 個々の組合員に対する差別について

(ｱ) Ｘ１は、ＣＯＢ（コンピュータ合理化）反対闘争（コンピュー

タ端末機（ＶＤＴ）の操作業務（以下「ＶＤＴ業務 ）の拒否等）」

及び配置転換命令を組合指令により拒否して指名ストを行ったこ

とを理由に最低の業績評価（昭和４４年の入社以降同５６年まで

はＭＲであったものが、同５７年にＦＭとなった ）を受け、それ。

以降も低い評価とされたことにより、同人は基本給、一時金及び

昇格で差別的取扱いを受けている。

また、Ｘ１は、業績評価が最低評価に下げられたことにより、

シニアプラントオペレーターⅠからⅡへの昇格が、同年齢で同職

種の Ｘ９ （以下「Ｘ９ （同５８年昇格）より５年遅れてお」）

り、大きな賃金格差が生じている。

(ｲ) Ｘ２及びＸ４については、特に、同６１年の大阪支店統廃合以

降、乱発した労使慣行無視の業務命令（組合旗の掲揚・ステッカ

ー・掲示板・ゼッケン着用に介入、制限）の拒否をもって業績評

価が下がり、同６２年度以降の賃金差別の額が増大し、また、同

６２年のＸ４の一時金も低い支給率となった。Ｘ２の平成元年以

降の一時金の支給率も低いままであったが、会社の説明では、Ｖ

ＤＴ業務など新しい仕事に取り組まない、定時に席に着かないな

ど服務態度が悪いというのがその理由であるが、労使合意のない

業務を評価の対象とし、組合の組合員だけ殊更に着席時間を厳し

、 。 、 、く監視していたもので 不当な評価である このように 両人は

基本給及び一時金で差別的取扱いをされている。
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また、Ｘ２は、同５５年の昇格以降平成元年の昇格まで９年間

昇格しておらず、Ｘ４は、昭和５９年の昇格以降平成３年の昇格

まで７年間昇格していない。

(ｳ) Ｘ５ は、就業時間中の組合活動（有給扱いの団体交渉（以下

「団交」ということがある。)及び事務折衝等）及びストライキを

行ったことにより仕事に従事した時間が少ないことを理由に低い

、 、 、業績評価を受けた結果 同学歴 同年齢のＸ２より基本給が低く

平成２年度ないし同４年度の同じ職位で同年齢の全国石油産業労

働組合協議会スタンダード・ヴァキューム石油労働組合 以下 ス（ 「

労 ）組合員より基本給が低い。」

(ｴ) Ｘ８は、同じ職務内容でス労組合員である Ｘ１０（以下「Ｘ

10 ）と比較し、賃金・一時金で差別的取扱いをされている。」

また、Ｘ８は、リードワークマンⅡへの昇格がＸ 10 より１年３

か月遅れ、シニアプラントオペレーターⅢへの昇格に２年多くか

かっている。

(2) 再審査における主張

ア 救済申立期間について

賃上げの会社配分額が平均以下とされたのが仮に１回でも、その

差額は定率分に反映して毎年退職時まで格差が拡大していくから、

毎年平均以下とされれば格差は一層拡大し、加えて、一時金でも会

社配分額を平均以下にされれば、平均的被評価者との格差は格段に

大きくなる。

このように、格差は毎年累積されていくから、申立期間を１年だ

けに限定するのは本当の意味での救済とはならない。

イ 賃金・一時金について

(ｱ) Ｘ１の賃金差別
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初審命令は 「長期ストの後職場復帰してから賃上げ額、一時金、

支給月数が向上していること等を考慮すると ・・・特段の不当な、

扱いがあったとまではいえない」と判断するが、Ｘ１は賃金救済

対象期間の８年間の賃金差別の結果、平成４年には基本給が同年

齢で１年遅れて入社した者より３３,１００円、一時金を含めると

年間で６４３,７９５円低くなっているように、８年間の累積格差

は会社が是正しない限り将来にわたって埋めることはできないか

ら、初審命令の判断は容認できない。

また、昭和６１年当時、職位の違う者同士が同じ業務を共同し

て行ったが、低い職位の者（Ｘ１組合員はシニアプラントオペレ

ーターⅠ）は高い職位の者（申立外モービル石油労働組合（以下

「モ労 ）の組合員は同Ⅱ又はⅢ）と同じ業務を遂行できるという」

点で高い評価を受けるべきなのに、Ｘ１組合員の評価は平均以下

であった。

(ｲ) Ｘ５ の賃金差別

初審命令は 「Ｘ５ とＸ２は正社員への採用経過及び採用年次、

が異なること、両人とも同じ組合に所属していることからして、

２人の間の賃金格差についてはそれが組合所属による差別的取扱

いによるものということはできない」と判断する。これは、Ｘ２

の賃金が同期入社あるいは同職位の他組合員より低いことから、

Ｘ２よりも賃金が低いＸ５ について賃金差別があるのは明らか

であるとの組合の主張・立証を正しく認識していない杜撰な判断

である。

また、当時の上司の Ｙ１（以下「Ｙ１ ）は、Ｘ５ の昭和６」

１年度の業績評価を行い、総合評価が平均ランクより１ランク低

いＭＭであるとした理由を「日常業務はほぼ水準どおり達成した
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が、新しい業務を遂行する努力に欠けていた 」旨証言する。しか。

し、これは、同６１年３月１日付の大阪支店統廃合合理化につい

て、会社が団交を拒否し、新たな業務についての協議を拒否した

ので、Ｘ５ は 『団交で会社から説明を受ければ、組合本部と確、

認をした上で仕事をする』ことにしていたのであるから、団交を

拒否した会社を不問に付し、Ｘ５ の業績評価を平均以下にした

会社の措置を正当とした初審命令の判断は誤っている。

(ｳ) 業績評価制度の不公正・不透明

会社は、組合員の業績評価が低かったことによる賃金格差が合

理的だとするなら、人事考課制度の仕組みや手続、全従業員の考

課過程と結果等の全資料を開示して反証すべき責任があるのに、

本社移転により関係書類を紛失したとして開示していないが、再

審査における証拠・証言から、会社が賃金制度を組合団結の破壊

の具として利用している疑いを否定できないことが明らかとなっ

た。

会社は、本件組合員の業績評価が低かったのは、公正に評価し

た結果としているが、団交において「業務内容と業務評価」及び

「業務評価と会社配分」の関係を、組合及び組合員に明らかにし

、 。ていないから 組合員の業績評価の公正さを保障するものはない

会社が業績評価の基としている「職務明細」及び「業務遂行基

準」は、大阪支店では作成されている（ 総務課事務職用職務明細「

及び業務遂行基準 」及び「事務職業務遂行基準 ）が鶴見油槽所） ）」

では作成されていないことから、業績評価制度は全国一律ではな

く、評価基準や物差しは客観性及び合理性をもたず、上司の主観

的、あるいは恣意的な判断によって評価が決定される疑いを否定

できない。
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また、一つの業務を数人で共同して行う現場労働者の業績評価

基準は 「仕事の速さと量」などについては不明確であるから、評、

価で差をつけるのは不合理であって、結局、組合間差別を示すも

のとなる。

２ 会社の主張

(1) 初審における主張

ア 救済申立期間について

昭和６２年度以前の基本給及び同６３年冬季以前の一時金の格差是

正に係る救済申立て（平成元年１２月２６日付）は、救済申立期間経

過により却下されるべきである。すなわち、①賃金差別に関する除斥

期間の解釈は 「査定に基づく賃金が支払われている限り不当労働行、

為は継続するから、是正を求める救済の申立てが当該査定に基づく賃

金の最後の支払時から１年以内にされたときは、救済申立期間内にさ

れたものとして適法」であること（紅屋商事事件最高裁判決（最三小

平３.６.４ ）から、②賞与差別に関しては、その賞与査定に基づく）

支払は１回限りであるから、その賞与支払が終了した日より１年を経

過した後になされた救済申立ては除斥期間により却下されなければな

らないことから、組合の主張は失当である。

イ 基本給及び一時金の格差等について

下記のとおり、組合の救済申立ては棄却されるべきである。

(ｱ) 本件は、大量観察方式によって判断すべきではない。

(ｲ) 会社に不当労働行為意図がないことは明らかである。

(ｳ) 基本給については、職種及び年齢だけでなく、勤続年数、学歴等

、 、 、 、も考慮されるから 同期 同学歴 同職種の従業員との格差を主張

立証すべきなのに、組合は行っていない。

(ｴ) 一時金については、①組合が平均支給月数で比較する組合員有資
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格者全体の集団は、勤続年数、学歴、年齢、職種が異なっているの

で格差計算の根拠にできないから、同期、同学歴、同職種のグルー

プの平均支給月数により格差の存在を主張、立証すべきであり、②

業績査定分は、本件組合員が平均的従業員と同質、同量の労務を提

供していたことを主張、立証すべきなのに、組合は行っていない。

(ｵ) 会社は、組合との団交において、賃金・一時金制度を他組合と同

様に説明し、賃上げの会社配分額及び一時金の業績査定分について

組合とも妥結・協定しており、公平な業績評価により賃金及び一時

金の額を決定している。

ウ 本件組合員各人について

、 、下記のとおり 本件組合員に関する救済申立てには理由がないから

棄却されるべきである。

(ｱ) 非専門職であるＸ７の会社配分額は、多くの年度で専門職を含む

組合員有資格者全体の平均支給額を上回っており、平均以上の評価

である。

(ｲ) Ｘ６及びＸ８は、①会社配分額が組合員有資格者全体の平均支給

額を下回っている年度があり、②一時金が組合員有資格者全体の平

均支給月数と格差が生じていても、両名は非専門職で専門職を含む

組合員有資格者全体と同質性が認められず、組合から同人らの評価

が平均以下であったとの疎明もなされていない。

(ｳ) Ｘ１は、①出勤停止１５日間の懲戒処分を受ける等勤務状況が劣

悪であり、しかも、②約１年半の指名スト後、職場に復帰してから

は会社配分額及び業績査定分が徐々に向上しているから、同人に対

する評価は正当である。

(ｴ) Ｘ２、Ｘ４、Ｘ３及びＸ５ の４名（この４名を併せて以下「Ｘ

２ら４名 ）は、①年間総実働時間が極端に少なく、②違法な組合」
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活動による業務妨害行為により企業秩序を乱し、懲戒処分や注意処

分を受けており、③ＶＤＴ業務等の日常の業務命令を拒否している

、 、ほか就業時間中のゼッケン着用等勤務態度が劣悪であり ④組合が

平均的従業員と同質、同量の労務提供を疎明しておらず、⑤非専門

職であることから、基本給引上げ額又は一時金支給月数が従業員平

均を下回っていても当然である。

(2) 再審査における主張

ア 救済申立期間について

初審命令のこの点に関する判断は妥当である。

イ 賃金・一時金について

(ｱ) 背景事実（組合弱体化策動の欠如）

組合は、本件の背景事情として、モービル石油及びエッソ石油

の組合結成通告無視及び組合弱体化策動を主張するが、何ら客観

的根拠に基づくものではなく、これまで労働委員会でも裁判所で

も認められていない。

(ｲ) 集団としての格差の不存在

組合の主張は、①背景事情となる組合との紛争が直ちに賃金等

の差別に影響したものではなく、②当該紛争は本件組合員全員一

律に発生しておらず、③本件組合員各人の格差の発生が同時期で

はないことを認めており、したがって、集団差別の前提となる格

差についての主張がなされておらず、客観的事実も格差の不存在

を示している。

、 、 （ 、また 会社は 職種により専門職 主たる業務を分担する営業

スタッフはこれに該当）と非専門職（事務職、技能職。Ｘ５ ら

のようにタイピストとして入社した者や油槽所における現業職員

がほとんど）に職種を区分して処遇しており、本件組合員はすべ
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て非専門職であるが、当時、①非専門職の全従業員に占める割合

は１割に満たず、②本件組合員は従業員の１％未満であるから、

組合の主張は集団差別の前提となる集団の規模及び均質性を有し

ていない中での言い分でしかなく、組合は格差の主張責任を果た

していない。

(ｳ) 格差の合理的理由の存在

、 （ ） 、初審命令は 本件組合員５名 Ｘ１及びＸ２ら４名 について

数字上の格差を認めた上で審査し、格差の合理的理由の存在を正

当に判断している。なお、格差も専門職を含む従業員全体におけ

る平均との計算上のものであり、差別事件の前提となる格差とは

異なる。

すなわち、①Ｘ１は、ＶＤＴ業務を拒否し､その後出勤停止１５

日間の懲戒処分（昭和５９年１０月２２日付）を受けているが、

上司の鈴木が転勤引継時にＸ１のプロモーション（昇格）を後任

者に託した一事をもってしても 不当労働行為意思が会社になかっ、

たことは明らかであり、②Ｘ５ は、新しい業務について非協力

的な姿勢に終始し、会社が同人に度重ねて注意していたことが再

審査においても再度明らかになっている。

勤務成績がある程度同等であることは組合が主張・立証すべき

事項であるところ、組合は、勤務状況及び態度が劣る事実を認め

たうえで、①組合指示である、②不当労働行為であるといった言

い訳を繰り返すのみで、主張・立証責任を果たしていない。

(ｴ) 本件考課の相当性

会社では、人事部作成のガイドラインに基づき、各管理職が人

、事考課の訓練を受け、各個人について絶対評価（ＲＥ、ＣＥ、ＭＲ

ＭＭ、ＦＭの順で、ＭＲは平均以上の高評価となる ）を行ってい。
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たもので、考課結果は各個人に面談の場で開示し、理由を説明し

ているから、本件考課制度及びその運用は合理的である。

第３ 当委員会の認定した事実

１ 当事者等

、 、 、 、(1) 会社は 肩書地に本社を置き 全国に大阪支店を含む支店 営業所

、 。油槽所等を有し 各種石油製品及び関連製品の販売等を業としている

会社は、初審申立て（平成元年１２月）当時モービル石油株式会社

と称していたが、同１２年２月１日にモービル石油有限会社（前身の

モービル石油株式会社を含め、以下「モービル石油 ）に組織変更し、」

同年７月１日には申立外エッソ石油有限会社（前身のエッソ石油株式

会社を含め、以下「エッソ石油 ）及び東燃ゼネラル石油株式会社（同」

日付けで申立外東燃株式会社と同ゼネラル石油株式会社が合併して成

立。以下「東燃ゼネラル ）と新たに設立されたエクソンモービルマー」

ケティング有限会社（以下「マーケティング ）及びエクソンモービル」

ビジネスサービス有限会社（以下「ビジネスサービス ）の５社でエク」

ソンモービルグループを形成して業務統合（グループにおいて、製造

・物流部門は東燃ゼネラルが、営業部門はマーケティングが、人事・

法務等の管理部門はビジネスサービスがそれぞれ担当する業務形態を

とるもの。モービル石油の従業員は全員がこれら３社のいずれかに出

向した ）した。。

なお、会社は、同１４年６月１日、エッソ石油、マーケティング、

ビジネスサービスと合併（エッソ石油を存続会社とする ）して、エク。

ソンモービル有限会社と称し、現在に至っている。

会社の従業員数は、本件初審結審（同５年７月）当時は約１,３００

名であったが、本件再審査結審後の同１８年８月当時は、会社が約
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９００名、東燃ゼネラルが約２,２００名であり、このうちモービル石

油の従業員であった者は約４００名（会社に在籍勤務しているか、東

燃ゼネラルに出向している ）であった。。

(2) 組合は、主たる事務所を肩書地に置く労働組合で、会社の従業員等

によって組織されており、その組合員数は平成１６年１０月当時３３

名であり、うち退職組合員１７名及び被解雇組合員等８名(解雇の係争

者を含む。)を除く会社の従業員籍を有する組合員数は８名（モービル

石油の従業員であった者はＸ１及びＸ５ の２名、エッソ石油の従業

員であった者は６名）であった。

、 （ ） 、なお 本件初審結審 同５年７月 当時の組合員数は４０名であり

うちモービル石油の従業員籍を有する組合員は、本件組合員の８名で

あった。

その後、本件組合員のうち、３名（Ｘ８、Ｘ７、Ｘ６）は定年退職

（それぞれ、同１１年２月末日付、同１２年１月末日付、同年１０月

末日付）し、３名（Ｘ２、Ｘ４、Ｘ３）は早期退職プログラムに応募

して退職（Ｘ２及びＸ４は同年２月末日付、Ｘ３は同１６年７月末日

付）したことに伴い、上記のとおり、モービル石油の従業員であった

者で会社の従業員籍を有する組合員は２名となった。

ちなみに、Ｘ２及びＸ４は、同１２年２月２５日頃組合に脱退届を

提出しているが、組合はこれを承認しておらず 「統制に従っていない、

が、両名は現在も組合員である 」としている。。

(3) 本件初審申立て当時のモービル石油には、組合の外に、申立外ス労

及びモ労があった。ス労は、昭和２８年にスタンダード・ヴァキュー

ム石油日本支社の従業員により結成され、同３６年１２月に同支社が

モービル石油とエッソ石油に分割された以降もそのまま存続していた

が、後記２(1)のとおりス労内部で意見の対立が生じたこと等を契機と



- 15 -

して、同５７年９月２５日、ス労のモービル大阪支店支部、同エッソ

大阪支部、同中京分会連合会、同中国分会連合会及び同四国分会連合

会に所属する組合員が中心となってス労自主（組合）を結成した。

なお、前記(1)のエクソンモービルグループの業務統合に伴い、モ労

はエッソ石油の従業員で組織されていたエッソ石油労働組合 以下 エ（ 「

労 ）と合同（平成１３年１０月１日付）してエクソンモービル労働組」

合を結成し、その後、更に東燃ゼネラルの従業員で組織されていた東

燃ゼネラル石油労働組合と合同（同１６年１０月１日付）してエクソ

ンモービルグループ労働組合（以下「グループ労 ）が結成された。エ」

クソンモービルグループには、上記３組合（ス労自主、ス労、グルー

プ労）の外に東燃ゼネラルの従業員で組織される全石油ゼネラル石油

労働組合（以下「ゼネラル石油労 ）が存在しており、これら４組合が」

併存している。

ちなみに、同月当時のエクソンモービルグループの従業員籍を有す

る組合員数は、ス労自主８名、ス労３７名、グループ労約１，７００

名、ゼネラル石油労７４名であった。

２ 組合結成の経緯及びその後の組合活動について

(1) 昭和５１年６月、エッソ石油は、ス労組合員５名が争議行為に関し

て、同年４月に暴行及び傷害の容疑で逮捕されたことを契機に、その

うち４名を懲戒解雇し、次いで、同５５年７月にはス労中京分会連合

会エッソ石油名古屋支店分会の書記長に対して大分への配置転換命令

を出した。ス労は「反弾圧闘争」として上記の解雇、配置転換命令の

撤回闘争等を行っていた。

同５６年６月２２日、東京地方裁判所は、上記組合員５名のうち２

名を無罪とし、残りの３名については罰金刑に処する旨の判決を言い

渡した。
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この判決への対応方針等をめぐって、ス労内部において、判決前の

中央委員会で「有罪判決には控訴して闘う 」旨決定していた同組合の。

、 、 、 、本部と モービル本社支部 モービル東京支店支部 エッソ本社支部

エッソ鶴見支部及び関東分会連合会 これら支部等の組合員を以下 京（ 「

五派 ）との間で 「反弾圧闘争」を続行するか否かに関して意見が対」 、

立し、同年９月に開催された臨時大会で京五派が新本部を構成するこ

ととなったが、同５７年８月に開催された定期全国大会において、京

五派と新本部の方針に反対する組合員との対立が決定的となり、以後

ス労は事実上分裂状態となった。その結果、同年９月２５日、新本部

の方針に反対して上記定期全国大会をボイコットしたモービル大阪支

店支部、エッソ大阪支部、中京分会連合会、中国分会連合会及び四国

分会連合会の組合員が中心となって 「ス労闘争を継承する立場を堅持、

する 」として組合が結成され、同年１０月１４日に、同日付組合結成。

通告書及び団体交渉要求書（議題は憲法及び労働組合法の遵守）を会

社及びエッソ石油にそれぞれ提出し、組合結成通告を行うとともに団

体交渉を要求した。

(2) 昭和５８年３月２９日、会社は、当時、鶴見油槽所の製造課（事務

職）に所属しており、組合モービル鶴見支部書記長であったＸ１に対

し、同年４月１日付で同油槽所の操油一課（現業職）への配置転換を

命じたが、組合は、Ｘ１の配置転換を阻止するため、同月４日以降、

Ｘ１に指名ストに入るよう指令するとともに、Ｘ１と連帯して闘争体

制に入った。Ｘ１の指名ストは、同５９年９月９日まで約１年５か月

間継続され、同人は同月１０日より組合の指令により操油一課に暫定

就労と称して就労した。操油一課の業務には、ローリーの積込みの監

視等１人で行うものと荷役等チームで行うものがあった。

、 、 、また Ｘ１は 上記配置転換命令拒否を目的とした指名ストのほか
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ス労の組合員であった同５６年９月頃よりＣＯＢ反対闘争を行ってい

るが、その後、ＶＤＴ業務拒否（同５７年５月１０日から同５８年３

月１４日まで）、ビラ貼り･マイク演説（同５８年３月１４日から同

５９年８月７日までの間ほぼ連日）等の会社の就業規則上の懲戒事由

に該当する行為を行ったとして、会社から同５９年１０月２２日に出

勤停止１５日間の懲戒処分を受けた。

同６０年１０月１９日、組合は、Ｘ１の処分は、組合の壊滅を企図

した配置転換に同人が従わなかったこと等に対する報復としてなされ

た不当労働行為に当たるとして、大阪府労委に対し、救済申立て（昭

和６０年（不）第６１号事件）を行った。

大阪府労委は、この申立てに対し、本件初審結審後の平成５年８月

１８日付の命令において、配転命令の拒否を目的とした指名スト、ビ

ラ貼り・マイク演説等は正当な争議行為とは認められないから、これ

らの行為及びＶＤＴ業務拒否を懲戒処分理由とすることには合理性が

認められるとして、救済申立てを棄却（なお、Ｘ１の配置転換の撤回

及び原職復帰に係る申立ては、救済申立期間を徒過するとして却下）

した。

これを不服として組合より当委員会に再審査が申し立てられた（平

成５年（不再）第３５号事件）が、当委員会は、本件再審査結審後の

同１８年１０月４日付の命令において、上記指名ストが１年５か月に

及び、その間の組合の行為が正当な争議行為とは認められないこと等

、 。から 本件懲戒処分には合理性があるとして再審査申立てを棄却した

(3) 昭和６０年３月１４日、Ｘ２ら４名は、ストライキの際のマイク演

説等の業務妨害行為、ＶＤＴ業務拒否等の会社の就業規則上の懲戒事

由に該当する行為を行ったとして、会社から懲戒処分を受けた。

これに対し、同６１年３月８日、組合は、①これらの行為は正当な
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組合活動であり、懲戒処分は不当労働行為である、また、②Ｘ５ に

ついては、Ｘ２と比べて入社以来賃金に格差がありこれも不当労働行

、 、 （ （ ）為に当たる等として 大阪府労委に対し 救済申立て 昭和６１年 不

第１０号事件）を行った。

大阪府労委は、この申立てに対し、平成３年１０月１４日付の命令

において、①上記のＸ２ら４名のストライキの際の業務妨害行為、Ｘ

２及びＸ５ のＶＤＴ業務拒否等のＸ２ら４名の行為は、正当な組合

活動とは認められないから、当該懲戒処分には合理性がある、また、

②Ｘ５ については、Ｘ２との賃金格差は組合所属による差別的取扱

いとは認められない等として、救済申立てを棄却（なお、Ｘ５ の入

社以来の賃金差別是正に係る申立ての一部は救済申立期間を徒過する

として却下）した。

これを不服として組合より当委員会に再審査が申し立てられた（平

成３年（不再）第５５号事件）が、当委員会は、同１７年９月２１日

付の命令において、初審命令の却下部分を、賃金決定に基づく当該年

度の最後の賃金支払日を除斥期間の起算日とすることにより一部変更

し、①ストライキ時のＸ２ら４名の業務妨害行為、Ｘ２及びＸ５ の

ＶＤＴ業務拒否等のＸ２ら４名の行為は組合活動として正当性が認め

られないか若しくは懲戒処分理由として合理性が認められる、②Ｘ５

の賃金格差については別組合員との差別的取扱いの立証がない等と

して再審査申立てを棄却した。

ちなみに、Ｘ５ は、昭和５０年４月に臨時雇用従業員として採用

され、同５２年７月に正社員として採用された。同人は､同５３年１０

月にス労に加入した。一方、Ｘ２は、同４６年１０月に正社員として

採用され、同４７年にス労に加入した。

(4) 昭和６１年３月１日、会社は同日付で会社の組織を変更し、大阪支
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店の統廃合（同一ビル内にあった大阪第一支店、大阪第二支店及び総

務部大阪事務所の統廃合）を行った。これに伴い、会社と組合及びＸ

２ら４名との間に紛争が生じた。その際、Ｘ２ら４名は、ステッカー

貼り、ゼッケン着用等を伴うストライキや団体交渉・事務折衝等の組

合活動を行い、離席等により年間実労働時間が他の従業員と比べてか

なり少なかった。

これに対し、平成元年７月１日及び同年８月１９日、組合モービル

大阪支店支部は、①大阪支店を統廃合したこと、②統廃合以降モービ

、 、ル大阪支店支部の組合員であるＸ２ら４名の業務内容を変更し かつ

これを具体的に明示しなかったこと、③統廃合以降Ｘ２ら４名に業務

命令を乱発したこと、④Ｘ２及びＸ５ の配置転換（昭和６３年８月

） 、１日付 に関する団交を拒否したことが不当労働行為に当たるとして

大阪府労委に対し、救済申立て（平成元年(不)第３６号、同第４７号

併合事件）を行った。

大阪府労委は、この申立てに対し、同６年１２月１２日付命令にお

いて、②については、補助的・庶務的業務を職務明細に記載すること

なく命じても不当とはいえない等とし、③については、会社の業務命

令は通常の業務の範囲を超えたものとはいえない等として、救済申立

てを棄却（大阪支店に対する申立ては却下。会社に対する申立てのう

ち、①の大阪支店の統廃合に係る申立て並びに②及び③のうち昭和６

３年８月１８日以前の、Ｘ２ら４名に対する業務内容の変更や不明示

及び業務命令の発出に係る申立ては救済申立期間を徒過するとし、④

のＸ２及びＸ５ の配置転換に関する団交拒否に係る申立ては、別件

と同一内容であるとして、それぞれ却下）した。

これを不服として支部より当委員会に再審査が申し立てられ（平成

６年(不再)第４９号事件 、現在、当委員会に係属中である。）
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３ 会社の人事制度等と賃金及び一時金の支給実態等について

(1) 会社の人事制度とその運用

ア 会社の従業員は、セールスマン、エンジニアなど大学・大学院卒等

での採用の専門職と、事務職、現業職など短期大学・高等学校卒等で

の採用の非専門職の２つに大別される。非専門職は従業員全体の１割

に満たないとされ、少数であり、組合員有資格者のうちには相当数の

専門職が含まれていた。

一方、本件組合員は、全員非専門職であった。

イ 会社では、専門職には６段階の、非専門職には７段階ないし６段階

の職位が定められている。

非専門職の職位は、例えば、油槽所の現業職では、昭和５３年４月

以前は、ゼネラルワークマンⅠからⅢ、リードワークマンⅠからⅡ及

びフォーマンの６段階、同年４月以降同５８年３月末までは、ゼネラ

ルワークマンⅠからⅢ、リードワークマンⅠからⅢ及びフォーマンの

７段階、同年４月以降本件初審申立て時までは、プラントオペレータ

ーⅠからⅢ、シニアプラントオペレーターⅠからⅢ及びチーフプラン

トオペレーターの７段階であり、また、事務職の一つであるセールス

クラークは、クラークⅠからⅢ、シニアクラークⅠからⅢの６段階で

あった。

ちなみに、賃金救済対象期間において、Ｘ１は、鶴見油槽所の操油

１課でシニアプラントオペレーターⅠ（平成元年に同Ⅱに昇格）の職

位にあり、Ｘ５ は、大阪第二支店（昭和６１年３月から大阪支店）

においてクラークⅢ（同５９年にシニアクラークⅠに昇格）の職位に

あった。

職位の上位移行（昇格）は、必ずしも年齢や一定の勤務年数の経

過により自動的に行われるというものではなく、下記ウの業績評価
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で行われるが、ポジションによっては一定の滞留年数が必要とされ

る場合があるほか、入社間もない数年間など、当該職位での勤務年

数や年齢も考慮されていた。なお、昇格時には、基本給の引上げ（以

下「昇給 ）が行われる。」

ウ 会社における従業員の人事管理は、従業員各人ごとに設定される目

標に対する取組み状況及び到達度を上司が評価する業績評価を中心に

行われていた。

もっとも、非管理者層、特に、入社間もない時期の学卒者において

は、学歴別年功制的なものとの妥協的色彩が強かった。

会社は、業績評価に関する全社単位の管理職研修を行っており、評

価者たる各管理職に対して人事考課の訓練を行い、人事部作成のガイ

ドラインに基づいて業績評価を行うよう指示していた。そして、実際

の業績評価に当たっては、個人別の業績評価表を用いて、７つの評価

項目（①仕事の速さと量、②仕事の正確さと質、③仕事の判断力と応

用力、④仕事上の知識／技能、⑤仕事上の意欲、⑥リレーションシッ

OBJECTIVES ASSIGNMENTSプ、⑦その他特に設定した （目標）／

（業務行動）に照らして、 のCONTRIBUTION ACCOMPLISHMENT，

評価に基づいて総合的に、まず、直属の上司である課長等が第一次評

価を行い、それを更に上級の上司である統轄課長等が点検・承認し、

、 。最終的に所長等の責任者が承認をして 本社の人事部へ上申していた

業績評価結果の評定は、賃金救済対象期間においては、上位からＲ

Ｅ、ＣＥ、ＭＲ、ＭＭ、ＦＭの順に絶対評価により５段階で表された

が、それぞれに＋・－が付けられることがあった。各評価の意味は、

①ＲＥ（業績に関する「期待水準」を著しく上回る例外的な好業績を

残した状態。具体的には、上司の指導・援助がなくとも自己の判断に

よって水準をはるかに上回る仕事をした場合に適用。直ちに昇進させ
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る必要があることを示す 、②ＣＥ（ 期待水準」を明らかに超えた。） 「

状態。具体的には、上司から概括的指示を受けるのみで自らのイニシ

アティブによって水準を上回る仕事をし、組織に多大の貢献をした状

態。本人の能力は職務の要求を既に超えた状態であり、本人側の昇進

の態勢は出来上がっている 、③ＭＲ（ 期待水準」が期待どおりに。） 「

達成され、すべての面で十分満足すべき状態。具体的には、上司から

必要最小限の援助を得、更に独自の判断を駆使して自己の職務を十分

達成していることを示す。職務の要求に比較して、十分に満足し得る

。）、 （「 」 。水準 ④ＭＭ 期待水準 達成度が満足と不満足の境にある状態

具体的には、何とかこなし、達成している職務もあるが、仕事によっ

ては上司から必要以上の助言・援助・指導を必要とする場合もあ

る 、⑤ＦＭ（上司が十分な指導・助言をしたにもかかわらず「期待。）

水準」を全く達成できなかった状態。適所に置かれていない、本人に

能力上の欠陥があるなどの問題があることを示しており、上司として

対策を立てるべきである ）となっていた。。

考課結果は、原則として、第一次評価者が各人に面談して開示し、

理由の説明等を行っていた。ただし、一時金の査定に係る業績評価に

ついては、賃金引上げの査定に係る業績評価と大きく違う場合に各人

に開示し、理由の説明等を行っていた。

ちなみに、より詳細な評価基準としては、Ｘ５ ら（事務職）が所

属した大阪支店においては 「総務課事務職用職務明細及び業務遂行、

基準」及び「事務職業務遂行基準」があった。また、Ｘ１が所属した

鶴見油槽所においては、作業の業務手順（マニュアル）が設けられて

おり、それに基づきチームワーク及び無事故であること、マニュアル

どおりきちんと仕事をするなどを基本とし、第１次評価者との上記面

談時において相互の話合いの下に個人ごとに目標を設定し、上司は、
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職位にふさわしい働き方か否かなど、その目標の達成度に応じて評価

していた。

業績評価表による評価は、賃金の引上げ、昇格及び一時金の査定の

基礎資料として用いられるものであった。

(2) 会社の賃金制度及びその運用

ア 会社の賃金制度においては、会社の全職務が一定数の職級（サラリ

ーグループ）に分類され、全職級にそれぞれ給与レンジが設定されて

いた。

新入社員の初任給は、会社が毎年世間相場に応じて専門職及び非専

門職別に決定していた。

会社における賃金の種類は、基本給、住宅手当等の諸手当、夏季及

び冬季の一時金並びに退職一時金等があった。

また、月例賃金は、毎月２５日（ただしその日が休日に当たるとき

は、その前日）に支給されていた。

ちなみに、専門職と非専門職とでは、基本給の額に差があり、その

差額は同一年齢で月額３万円ないし５万円となっていた。

イ 会社における各従業員の基本給の引上げ（昇給）は、昇格時の昇給

の外、毎年４月１日に実施される賃金の引上げ時に行われる。

会社では、従業員全体又は一部があらかじめ定められた賃金表に

従って上位に移るような定期昇給制度は採用していない。

賃金の引上げ時の昇給は、従業員ごとに引上げ額を査定することを

基本としており、査定は、前年１月から１２月までを評価期間として

行われる、前記(1)ウの従業員各人の業績評価に基づいて行われてい

た。

ウ 基本給の引上げ額は、定額分、定率分、会社配分額の３つの部分に

より構成されているが、従業員各人への支給に当たっては、その内訳
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を示さずに一体として基本給を支給していた。

このうち、定率分及び会社配分額の内容は、以下のとおりである。

① 定率分は、会社従業員中の組合員有資格者それぞれの前年度末の

基本給に一定の支給率を乗じて算出された額を支給するものであ

る。

② 会社配分額は、会社の上記イの前年度の業績評価により決定され

る業績査定分と主として学卒数年以内の従業員の給与と新入社員の

初任給との逆転現象の調整などに配分される調整分があるが、賃金

救済対象期間においてはそのうち９４～１００％が業績査定分で占

められていた。

エ 春闘交渉での組合からの基本給引上げ（昇給）の要求に対する会社

の回答は、上記ウの定率分については、支給率（前年度末基本給に対

する割合をいう。以下同じ ）及び組合員有資格者の平均支給額を示。

し、同②の会社配分額については、原資としての組合員有資格者の平

均支給額と、その内訳としての調整分及び業績査定分のそれぞれの組

合員有資格者の平均支給額とを示して行われた。

なお、同②のとおり、会社配分額の大部分を占める業績査定分につ

いては、会社が上記イの前年度の業績査定に基づいて決定していた。

また、上記の会社回答においては、更に前年度末基本給のランクに応

じた業績査定分の保障額（昭和６３年度の場合、９００円～２,１００

円）が示され、業績査定がそれを下回っていた場合にはその保障額が

支給された。

組合と会社は、賃金救済対象期間において、毎年、春闘交渉の妥結

後 「賃金改定に関する協定」を締結しており、同協定書には、組合、

員有資格者の基本給平均引上げ額、その内訳としての定額分、定率分

（支給率及び組合員有資格者の平均支給額）並びに会社配分額（組合
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員有資格者平均支給額並びに会社配分額の内訳としての調整分及び業

績査定分の各組合員有資格者平均支給額と前年度末基本給のランクご

との保障額）の一覧が記載されていた。

なお、賃金救済対象期間における組合員有資格者は６００名以上で

あった。

オ 春闘交渉後、毎年５月頃組合から提出される一時金に関する要求に

対する会社からの回答は、毎年６月中旬頃行われ、基本給に対する年

間の平均支給月数を示して行われた。労使間での交渉・妥結後、この

年間の平均支給月数は更に夏季と冬季に配分され、これによって夏季

及び冬季ごとに一時金が支給された。

一時金救済対象期間における平均支給月数は、いずれの年も夏季が

３.７月、冬季が３.７５月であった。

平均支給月数のうち、９５％が一律支給分で、残り５％は会社が業

績評価により配分する（当該５％分を以下「業績査定分 ）が、支給」

に当たっては、内訳を示さずに一体として各一時金を従業員各人に支

給した。

ちなみに、一時金救済対象期間における業績査定分は、夏季で

０ １８５月、冬季で０ １８７５月となる。. .

業績査定分の評価期間は、夏季については前年の１１月から当年の

４月まで、冬季については５月から１０月までであった。

なお、昭和６３年冬季の一時金は同年１１月２８日に、平成元年冬

季の一時金は同年１１月末日に支給された。

カ 本件組合員各人の昭和５７年度及び賃金救済対象期間の基本給の

額、賃金救済対象期間の基本給引上げ額並びに一時金救済申立期間の

各一時金の支給月数は、本件組合員各人の救済申立対象期間（賃金救

済対象期間及び一時金救済対象期間を一括していう。以下同じ ）の。
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賃金引上げ及び一時金の支給に係る業績評価のとおりであった。

(3) 本件組合員のうち、組合が、その賃金格差を問題とするＸ８及びＸ 1

0 の基本給及び職位について

、 、 、ア Ｘ８は 中学卒業後 昭和３６年１０月に現業職として途中入社し

同３９年からは小倉油槽所に勤務していたが、上記１(2)のとおり、

平成１１年２月末日付で定年退職している。同人は、ス労に加入して

いたが、昭和５７年１１月、組合に加入した。

イ Ｘ８より年齢が４、５歳高いＸ 10 は、高校卒業後、同３９年に現

業職として途中入社し、本件初審結審当時はＸ８と同じ職場で、同様

の職務内容の勤務をしている。なお、同人はス労に加入している。

ウ Ｘ８とＸ 10 の同５１年から平成３年までの基本給及び職位は、の

とおりであった。

(4) 組合が問題とするＸ５ の業績評価について

ア Ｘ５ は、昭和６２年２月の評価面接において、上司のＹ１より、

同６１年度の業績評価の結果について、同６２年２月の評価面接で上

司のＹ１から総合評価がＭＭであることを通知された。その際、Ｙ１

は、その理由として「 日常の仕事、与えられた仕事については、ほ（

ぼ水準を達成したが ）日常の仕事以外の関連業務に協力する姿勢及、

び始業時定時に着席するなどの姿勢に改善が見られず、仕事に積極的

に取り組むよう今後とも改善を要する 」旨を指摘した。しかるとこ。

ろ、本件再審査の審問におけるＹ１の証言によれば、上記指摘事項の

具体的な事例としては、Ｘ５ が、①新しく開拓された顧客に関する

会計業務など新しい業務や不在の同僚の仕事を指示しても、これを拒

否したこと、②外出中のセールスマンへの電話を取ることがなかった

こと、③営業の職場なので、定時になれば顧客からの電話がかかって

くるのに、ストライキ時にも、それ以外の時にも、日常的に、ビラ配
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りなどの組合活動などを行って、午前、午後始業時に定時に着席しな

かったことなどがこれに当たることが認められる。

イ また、Ｘ５ は、平成元年２月の評価面接において、上司より、同

６３年度の業績評価の結果について、総合評価がＭＭ－であることを

通知された。その際、上司は、その理由として、仕事の速さと量及び

正確さと質の水準は一応の技量・水準に達しているが、①（上司の）

指示する仕事を拒否する等、より多くの仕事、新しい仕事を積極的に

行う姿勢が不足し、②同じ部署の仲間と協調・協力して仕事を行うこ

とに欠けている、③上司に対して反抗的、④９時、１３時には着席す

ることが必要等を指摘した。

なお、Ｘ５ は、上記の評価面接の際、①について「仕事の内容が

分からず、職務明細のどこの部分かを聞くことが（なぜ業務の）拒否

になるのか 」等と、③について「一方的に言わないでほしい。労資。

、 、 。」 。問題であるので ここでは言わないが ・・・・ 等と異議を唱えた

ウ 平成元年度の業績評価の結果については、 通常の評価面接は行わ

れなかったが、同２年５月に、後任の上司より、同元年度の業績評価

、 。 、の結果について 総合評価がＭＭであったことを通知された その際

上司は、①与えられた業務のレベルには達しているが、追加業務を拒

否し、新しい業務に遂行することがなく、習得した能力を他に活かす

ことがない、②不在が多く、朝の定時に着席する姿勢に欠け、③朝の

挨拶もしない、上司の指示に反抗的、総合的には 「日常の仕事以外、

に関連業務に積極的、協力的でなく、習得意欲なく、意思もない 」。

等の指摘がなされていた旨を伝達した。

４ 組合の賃金及び一時金の格差の是正要求について

(1) 組合は、昭和５８年度から同６３年度までの賃金交渉において、以下

の要求をしていた。
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① 賃金引上げ額又は一時金の中の会社配分額又は業績査定分の廃止

② 平均の業績評価に基づく会社配分額での賃金額と本件組合員に対す

る実支給賃金の間の格差の是正

③ 従業員（管理職を除く ）の一時金の平均支給月数と本件組合員に。

対する実支給月数の間の格差の是正

(2) 平成元年度の賃金交渉において、組合は、同元年３月１５日に会社

、 「 」 。に対し 同月１４日付の 賃金・一時金差別是正要求書 を提出した

その主な内容は、以下のとおりである。

① 賃金の差別の是正

ａ 組合結成以来の昭和５８年度から同６３年度までの各年度ごとの

年齢ごと、職種ごとにおける平均基本給額（平均の業績評価に基づ

く会社配分額で算出）と本件組合員に対する実支給額との差額を過

年度に遡って是正せよ。

ｂ 組合は、本来は性別や職種で賃金差別はあるべきではないと考え

ている。

ｃ 会社の賃金体系を明示した上で、会社配分額等について組合と協

議せよ。

② 一時金の差別の是正

組合結成以来の昭和５７年冬季から同６３年冬季までの各一時金ご

とに、組合員有資格者平均支給月数による支給額（平均の業績評価に

基づく会社配分額で算出した基本給を基礎として算出）と本件組合員

に対する実支給額との差額（上記①ａで是正された基本給をベースと

する）を是正せよ。

、 、 、そして 平成元年３月１５日に開催された団体交渉において 組合は

要求の趣旨を以下のとおり説明した。

① 組合結成以降、昭和５８年度から同６３年度まで、本件組合員に対
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し、ａ会社配分額が組合との妥結内容を大幅に下回っており、ｂ昇格

昇給が同等の者に比べて数年遅れており、ｃ一時金が同５７年冬季以

降下回っているが、これは組合嫌悪による組合間差別である。

、 、② したがって 差別された賃金の是正と差別賃金体系を撤廃するため

会社の賃金体系、昇格基準を組合に明示して協議せよ。

、 、 、これに対して会社は 同日の団体交渉で要求書を受領したが その後

２回開催された団体交渉において回答せず、平成元年４月１８日に開催

された団体交渉において、会社は、上記の賃金・一時金の差別の是正要

求について、組合が要求している是正を行うことは考えていない旨回答

した。

組合は、同月２４日の団体交渉で 「会社は公正な人事評価に基づく、

運用の中で差が出るのは当然だというが、会社配分額を組合と協議せ

ず、会社の一方的裁量でやっていながら何をもって公正というのか」

という旨の見解を述べ、同月２８日の団体交渉で、春闘諸要求につい

て妥結するも 「組合としては放置できないので、法的措置を講ずる」、

旨を通告した。

(3) 平成元年１２月２６日、組合は、本件組合員の組合結成以来の昭和

５８年度から平成元年度までの基本給の格差の是正及び昭和５７年冬季

から平成元年夏季までの間の各一時金の格差の是正等を求めて大阪府労

委に本件不当労働行為救済申立て 平成元年 不 第７１号事件 を行っ（ （ ） ）

た。

なお、組合は、同２年２月９日、Ｘ５ の昭和５８年度から同６１年

２月分までの基本給の格差の是正、同人の同６０年夏季及び冬季の各一

時金の格差の是正並びにＸ２の同年冬季の一時金の格差の是正に関する

救済申立てについては、上記２(3)の大阪府労委に対する別件救済申立

事件（昭和６１年（不）第１０号事件）と内容が重複することから、取
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り下げた。

(4) 平成２年度の賃金交渉において、組合は、同２年２月２７日、会社に

対し、春闘要求書を提出し、賃金・一時金差別是正を要求した。その主

な内容は、以下のとおりである。

① 賃金の差別の是正

ａ 昭和５８年度から平成元年度までの各年度ごとの年齢ごと、職種

ごとに、平均の業績評価に基づく会社配分額での基本給の支給額と

本件組合員に対する実支給額の差額を過年度に遡って是正せよ。

ｂ 会社の賃金体系を明示した上で、会社配分額等について組合と協

議せよ。

② 一時金の差別の是正

昭和５７年冬季から平成元年冬季までの各一時金ごとに、上記①

ａで是正された後の基本給を基礎として、平均支給月数に満たない

本件組合員について、その支給月数の差別を是正せよ。

、 、これに対し同２年３月２６日に開催された団体交渉において 会社は

上記の賃金・一時金の差別の是正要求について 組合が大阪府労委に 救、 （

済申立てを）提起しているので、現時点でのコメントを差し控えたい旨

回答した。

、 、 、平成２年４月２３日の団体交渉において 組合は 賃金制度に関して

①評価の基準を明らかにせよ、②各評価と業績査定分の具体的額（業績

配分額）との関連を明らかにせよ、③専門職の平均被評価者と非専門職

の平均被評価者は同額の業績配分額が支給されるのか、④保障額の組合

員有資格者平均の額は幾らか、組合員有資格者の基本給３３万円以下と

同額以上の人数は何人か、⑤調整分の対象職種、人数、方法、原資を明

らかにせよ等の要求を行った。一方、会社は、①については「目標に対

。」 、 「 、する達成度で評価する 旨 ②については 具体的な額は言えないが
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会社配分の約半分が最低保障、残り半分が業績評価で決まる 」旨、③。

については「公表できないが、基本的には差はない 」旨、④について。

は「会社配分額の約半分である、人数は公表は差し控える 」旨、⑤に。

ついては「今年は調整はない 」旨回答した。これに対して組合は 「会。 、

社は、業績評価と会社配分額に占める業績査定分（業績配分額）の関連

を回答しない等、賃金制度について明らかにしていない 」旨不満を述。

べた。

(5) 平成３年６月１７日、組合は、本件組合員の同２年度の基本給の格差

の是正及び同元年冬季から同２年冬季までの各一時金の格差の是正等を

求めて大阪府労委に前記(3)の事件（平成元年(不)第７１号）に続く本

件不当労働行為救済申立て（平成３年(不)第２９号事件）を行った。

大阪府労委は、同３年７月１０日に両事件の審査を併合した。

(6) 平成７年１２年２６日、大阪府労委は、本件初審命令を交付し、こ

れを不服として組合は、同月２７日に当委員会に本件再審査を申し立

てた。

なお、組合は、本件再審査の過程で、会社を物件所持者として 「本、

件組合員の昭和５８年１月１日から平成２年１２月３１日までの８年

間の各年度を評価対象期間として、第一次評価者、第二次評価者に対

して記載させた各業績評価表、あるいはそれに類するもの」を求めて

物件提出命令申立てを行った。

審査委員は、会社から意見書を求めるなど調査した後、当該業績評

価表は存在しないと認めざるを得ないとして、本件物件提出命令申立

てを却下した。

第４ 当委員会の判断

１ 救済申立期間について

(1) 昇給については、使用者が、昇給に関する各年度の人事考課におい
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て、組合所属により、又は正当な組合活動をしたことを理由として他

の従業員より低く査定した場合、その差別的取扱いの意図は、賃金の

支払によって具体的に実現されるものであり、使用者の査定に基づく

当該年度の賃金決定行為とこれに基づく賃金の支払は、一体として一

個の不当労働行為を構成するというべきである。そうすると、同決定

行為に基づく当該年度の賃金が支払われている限り不当労働行為は継

続することになるから、救済申立てが同決定行為に基づく賃金の最後

の支払時から１年以内にされたときは、当該救済申立ては、救済申立

期間内になされた適法なものと判断される。

(2) これを本件についてみるに、前記第３．３(2)イ～エ認定のとおり、

会社の賃金引上げ時の基本給の引上げ(昇給)については、その引上げ額

は定額分、前年度末の基本給額に応ずる定率分及び前年の業績評価に基

づいて決定される会社配分額によって構成される。そして、このような

業績評価を伴う基本給額の決定は、毎年４月１日に実施され、その決定

に基づく基本給の支払は翌年３月下旬の賃金支払日まで継続するもので

ある。

したがって、平成元年１２月２６日になされた救済申立てのうちの

昭和６２年度の基本給及びそれ以前の基本給に係る格差の是正に関す

る申立ては、各業績評価に基づき決定された基本給の最後の支払の時

から１年以上を経過してなされたものであるので、救済申立期間を徒

過した不適法なものであり、これを却下するのが相当である。

(3) 会社における一時金については、夏季と冬季の一時金に関する業績評

価に基づく査定はそれぞれ独立して行われることから、その査定に基づ

く各一時金の支給行為は、その都度完結する１回限りのものと認められ

る。したがって、平成元年１２月２６日になされた救済申立てのうちの

昭和６３年１１月２８日に支払われた同年冬季の一時金及びそれ以前の
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一時金の格差の是正に係る申立て、並びに平成３年６月１７日になされ

た救済申立てのうちの同元年１１月末日に支払われた同年冬季の一時金

の格差の是正に係る申立ては、それぞれ、一時金支払日から１年以上経

過してなされたものであるので、救済申立期間を徒過した不適法なもの

といわざるを得ず、これを却下するのが相当である。

２ 本件組合員に対する基本給及び一時金に関する差別取扱いについて

(1) 本件組合員全体に対する基本給及び一時金に関する差別取扱いについ

て

組合は、本件組合員の基本給及び一時金について、基本給引上げ額の

中の会社配分額及び一時金の支給月数が組合員有資格者平均と比較して

低く査定される等の差別を受けたと主張して、基本給については会社に

おける同一職種・同一年齢の者の平均基本給額との差額の是正を、一時

金については会社における組合員有資格者の平均支給月数との差額の是

正を求めている。

ア 本件組合員の基本給及び一時金の外形的格差についてみるに、①基

本給については、賃金検討対象期間各年度における組合員有資格者平

均の基本給の額と本件組合員の基本給の額とをそれぞれ比較すると、

前者は、昭和６３年度は３２０,４８５円、平成元年度は３３０,９４

５円、同２年度は３４１,５６２円と算定されるところ、この額を本

件組合員各人の基本給の額から差し引いた場合の差額は、

昭和６３年度が△４２ ２８５円～５１ ９１５円、平成元年度が△, ,

３８２４５円～６２４５５円、同２年度が△３２９６２円～７３８３８, , , ,

円であり、②一時金については、一時金検討対象期間各季の組合員有

資格者の平均支給月数から本件組合員各人の支給月数を差し引いた場

合の差は、平成元年夏季が０ １５５月～０月、同２年夏季が０ １５. .

、 、 、５月～０月 同年冬季が０ １５８月～０月であって これらからは.
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本件組合員に係る外形的格差は明らかではない。なお、組合は、本件

同等の者に比べ数年遅れていると組合員の昇格による昇給について、

主張するが、その外形的格差についての具体的な主張、立証はなされて

いない。

イ また、仮に本件組合員と他の従業員（管理職を除く ）との集団間。

に基本給の水準及び一時金の支給月数の外形的な格差が存するとした

場合にも、その外形的格差から不当労働行為としての差別の存在を推

認するには、量的比較を可能とする集団としての規模のほか、比較対

象集団間の一応の均質性が求められる。

しかるところ、前記第３．３(1)ウ認定のとおり、会社における従

業員の人事管理制度は、従業員各人ごとに設定される目標に対する取

組み状況及び到達度を上司が評価する業績評価を中心に行われてお

り、その業績評価を基礎にして、賃金の引上げ、昇格及び一時金の査

定が行われているものと認められるが、非管理者層については、学歴

別年功制的なものとの妥協的色彩が強いとされていること等からする

と、基本給及び一時金について本件組合員が集団として組合所属によ

る差別を受けていたかをみるには、少なくとも、職種のほか、学歴、

勤務年数等の構成において、両者の集団に一応の均質性が認められな

ければならない。しかるに、組合が比較対象とする組合員有資格者の

集団には相当数の専門職が含まれていた一方、本件組合員は全員非専

門職であることを始め、本件組合員と組合員有資格者の集団の職種、

、 、学歴 勤務年数等の構成においてほぼ均質であるか否か明らかでなく

上記アにみた両集団間においては、外形的格差から不当労働行為とし

ての差別の存在を推認するに必要な集団としての均質性の立証がな

い。また、組合員有資格者は６００名以上であるのに対し、本件組合

、 。員は８名にすぎないから 比較可能な量的規模を有するとはいい難い
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そこで、本件組合員に対する基本給及び一時金に関する取扱いにお

いて不当労働行為があったか否かをみるためには、更に本件業績評価

制度の合理性、査定の公平性、本件組合員各人に対する差別取扱いの

存在を検討する必要がある。

なお、組合は、会社の賃金体系は、専門職と非専門職の間に職務内

容に必ずしも差がないのに、基本給に大きな格差があり、差別的な体

系であり、また、少なくとも同一職種の同一年齢においては基本的に

は同一賃金であるべきであって、本件組合員について、それぞれ職種

・年齢を同じくする従業員の平均賃金との間に存する格差は救済され

なければならないと主張するが、これは、賃金制度そのもののあり方

についての組合の主張であって、その当否はともかく、それが直ちに

本件組合員の基本給及び一時金に関して不当労働行為が存在すること

の根拠とはなり得るものではない。

(2) 本件組合員各人に対する基本給及び一時金に関する差別取扱いについ

て

ア 本件組合員各人に対する基本給及び一時金に関する差別取扱いの存

在を検討するに先立って、まず、本件業績評価制度の合理性及び査定

の公平性について検討する。

(ｱ) 業績評価制度について

組合は、業績評価制度は全社一律ではなく、評価基準や物差しは

客観性及び合理性をもたず、上司の主観的・恣意的判断によって評

価が決定される疑いを否定できない旨主張する。

そこで検討するに、前記第３．３(1)ウ認定のとおり、会社にお

ける業績評価制度は、全社一律のガイドラインに基づいて従業員ご

とに設定される目標に対する取組み状況及び到達度を上司が評価す

る方法により行われており、考課結果も直属の上司が原則として各
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人に面談により開示する等していたことが認められ、できるだけ全

社斉一的にかつ上司の主観的・恣意的評価を排除することによる、

一定の客観性を有する制度として整備されているということがで

き、会社が不当に上記手続に従わずにその制度の運用を行っていた

という組合の立証もない。

また、業績評価制度の本件組合員に対する適用についてみるに、

本件組合員の本件検討対象期間（賃金検討対象期間及び一時金検討

対象期間を一括していう。以下同じ ）の各年度・各季の業績評価。

の結果は、昭和６３年度の賃金引上げに係る評価は最高がＭＲ（３

名）で最低がＭＭ（１名 、平成元年度の賃金引上げに係る評価は）

最高がＭＲ（２名）で最低がＭＭ（２名 、同年夏季の一時金に係）

る 評 価 は 最 高 が Ｍ Ｒ （ ３ 名 ） で 最 低 が Ｍ Ｍ （ ２ 名 、）

同２年度の賃金引上げに係る評価は最高がＭＲ（３名）で最低が

ＭＭ（２名 、同年夏季の一時金に係る評価は最高がＭＲ（３名））

で最低がＭＭ（２名 、同年冬季の一時金に係る評価は最高がＭＲ）

（３名）で最低がＭＭ＋（２名）であったことが認められる。しか

るところ、これらの評価には、最低評価のＦＭはみられず、中位の

評価と考えられるＭＲが相当数みられることからすれば、本件組合

員が一律に著しく低い査定を受けていたとは認められない。した

がって、会社の本件組合員に対する業績評価制度の運用が直ちに組

合所属による不公正なものであったとまではいえない。

(ｲ) 基本給の会社配分額及び一時金の支給月数の査定について

組合は、本件組合員に対する基本給及び一時金の差別として、本

件組合員については、会社による業績評価による基本給の会社配分

額及び一時金の支給月数が平均以下に査定されていたと主張するの

で、その査定状況について検討する。
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会社における基本給の引上げは、前記第３．３(2)イ～エ認定の

とおり、業績評価に基づく昇格による昇給の外、各年の賃金引上げ

決定時に業績評価に基づく査定を伴って行われる。すなわち、基本

給引上げ額のうち、会社配分額、就中、その大部分を占める業績配

分額は、春闘交渉における会社回答で原資としての組合員有資格者

平均支給額が示された後、これが妥結・協定され、その配分は、会

社が各人ごとに業績評価に基づいて査定していることから、この業

績評価分が本件組合員各人の基本給に査定による格差が生ずる要素

となる。

会社配分額ないし業績配分額の査定方法は必ずしも明らかでない

が、平均的な業績評価を受けた者は平均の会社配分額の率を適用し

て算定した額に査定される（この査定額を以下「相当額 ）とみて」

概ね差し支えないものと考えられるから、これに基づいて計算する

と、賃金検討対象期間における本件組合員各人の会社配分額に係る

相当額及び実支給額並びに両者の差額（以下「相当額との差額 ）」

は、本件組合員の基本給引上げ額及び基本給の額から、算定され、

これによれば本件組合員の相当額との差額は、昭和６３年度は２,

１０８円～９０円、平成元年度は２,１９６円～△５６円、同２年

度は２,５１９円～△１９円と推計される （ちなみに、上記におい。

て会社配分額の率を用いる理由としては、前記第第３．３(2)エ認

定のとおり、会社配分額には前年度末の基本給額のランクに応じて

保障額が設けられていることからみて、平均的な業績評価を受けた

者に対しては、前年度末の基本給額に応じて会社配分額の査定が行

われたとみるのが相当であること、また、会社配分額の率の計算に

当たって業績配分額を用いているのは、前記第３．３(2)ウ認定の

とおり、会社配分額中の調整分は、主として学卒数年以内の従業員
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の給与と新入社員の初任給との逆転現象等の調整に配分されている

からである ）。

また、一時金については、前記第３．３(2)オ認定によれば、支

給月数のうち９５％が一律支給分として、残りの５％が業績評価に

基づいて査定する業績査定分として配分される。したがって、この

業績査定分が本件組合員各人の支給月数に査定による格差が生ずる

要素となる（一時金検討対象期間における業績査定分は、夏季で

０.１８５月、冬季で０.１８７５月 。しかるに、業績査定分の査）

定方法は必ずしも明らかではないが、平均的な業績評価を受けた者

、 、 、が 組合員有資格者全体の平均支給月数に相当する月数 すなわち

平成元年及び同２年の夏季一時金では３．７か月、同年の冬季一時

金では３.７５か月が支給されるとみて概ね差し支えないものと考

えられるところ この月数による本件組合員の実支給月数との差 以、 （

下「支給月数差 ）は、上記(1)のア②においてみたところと同一で」

ある。

以上によると、本件組合員のなかには平均的な会社配分額ないし

一時金支給月数の査定を受けている者が相当数みられるのであっ

て、このことからすれば、本件組合員が一律に低く査定されている

とは認められず、これらの査定が直ちに組合所属による不公正なも

のであったとはいい難い。

また、基本給中の会社配分額は前年度の業績評価に基づき、一時

金の支給月数は当該季に係る業績評価に基づいて査定されたもので

あるので、本件検討対象期間の各年度・各季の相当額との差額及び

支給月数差と業績評価との関係をみるに、昭和６３年度の相当額と

の差額については、９０円～２５１円がＭＲ、８２３円～１,８４４

円がＭＲ－、２,０１８円がＭＭであり、平成元年度の相当額との
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差額については、△５６円～１５円がＭＲ、９５２円～１,１９４

円がＭＲ－、２,１７１円～２,１９６円がＭＭ又はＭＭ－であり、

同２年度の相当額との差額については、△１９円～５４円がＭＲ、

５５１円～１,０７１円がＭＲ－、２,２５１円～２,５１９円が

ＭＭであり、また、同元年夏季の支給月数差については、０月がＭＲ､

０.１００月がＭＲ－、０.１５５月がＭＭ又はＭＭ－であり、同２

年夏季の支給月数差については、０月～０.０７０月がＭＲ、０.１００

月がＭＲ－、０.１５５月がＭＭ＋又はＭＭであり、同年冬季の支

給月数差については、０月～０.０１０月がＭＲ、０.０７０月～

、 、 、０.１１５月がＭＲ－ ０.１５８月がＭＭ＋となっており 総じて

相当額との差額及び支給月数差と業績評価との間で不均衡があると

まではいえず、この点からも本件組合員が組合所属によって不当に

低く査定されたとは認め難い。

イ 次に、本件組合員各人について、個別に、基本給及び一時金に関す

る差別的取扱いの有無について検討する。

この場合において、本件組合員が他組合員など他の従業員と比較し

て不利に取り扱われていたことを個別具体的に立証することにより、

組合所属又は正当な組合活動による差別を受けていたことが認められ

るためには、その比較対象者には、上記(1)イに述べたところと同様

に、少なくとも、勤務状態のほか、本件組合員と職種、学歴及び勤務

年数等の点において、ほぼ均質であることが求められる。

(ｱ) Ｘ７、Ｘ６及びＸ８について

ａ Ｘ７、Ｘ６及びＸ８（この３名を併せて以下「Ｘ７ら３名 ）」

の本件検討対象期間の各年度・各季の相当額との差額及び支給月

数差についてみるに、この間のＸ７ら３名の相当額との差額は、

他の本件組合員と比較して少額であるか、又は、逆に当該組合員
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の実支給額が相当額を上回っており、また、支給月数差について

も、Ｘ６の平成２年冬季の一時金についてのみ格差が生じている

が、その支給月数差は他の本件組合員と比較して少ない。

一方、Ｘ７ら３名の本件検討対象期間の各年度・各季の賃金引

上げ及び一時金支給に係る業績評価については、Ｘ６の同元年度

、 、 。が不明であるのを除いて Ｘ７ら３名ともに すべてＭＲである

以上からすると、本件検討対象期間のＸ７ら３名に対する基本

給の引上げ額中の定額分及び一時金の支給月数の査定並びに業績

評価が直ちに不当なものであったとは認め難い。

ｂ しかるに、組合は、Ｘ７及びＸ６については、基本給及び一時

金に関し組合所属又は正当な組合活動による差別的取扱いがある

旨の個別具体的な主張・立証をしていない。

ｃ Ｘ８については、組合は、同じ職務内容でありス労に所属して

いるＸ との比較において、基本給及び一時金に格差があると10

主張するが、前記第３．３(3)認定によれば、Ｘ８とＸ は、学10

歴、勤務年数等が異なるのであり、その比較をもってＸ８に対す

る差別を論ずることはできない。なお、付言するに、両者の基本

給は、Ｘ８の組合加入前の昭和５１年４月から同５７年４月まで

の間で、既に８ ２００円～２４ ８００円 の差額が生じていたこ, ,

と、一方、Ｘ８の組合加入後の同５８年４月から平成２年までの

間でも、１４ ３００円～２５ ８００円の差額であったこと、特, ,

に、Ｘ８の組合加入前の２年間の差額は１５ １００円～１５ ２, ,

００円であり、同人の組合加入後の３年間の差額は１４ ３００,

円～１５ ６００円であること、また、昇格の時期については、,

Ｘ８は、Ｘ 10 と比べてＸ８の組合加入前の昭和５５年ないし同

５６年にはリードワークマンⅡへの昇格の差が１年４か月である
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のに対し、Ｘ８の組合加入後の同６１年ないし同６３年にはシニ

アプラントオペレーターⅢへの昇格の差が１年９か月程度である

ことからすると、両者の基本給・昇格の格差が、Ｘ８の組合加入

後に殊更拡大しているとは認められない。

以上のほかには、Ｘ８に対する基本給及び一時金に関する差別

的取扱いについての立証はない。

(ｲ) Ｘ１について

ａ Ｘ１の本件検討対象期間の各年度・各季の相当額との差額及び

支給月数差をみるに この間の相当額との差額は ８２３円～１,、 、

１９４円であり、また、支給月数差も、０.１００月～０.１１５

月であることが認められる。

一方、Ｘ１の本件検討対象期間の各年度・各季の賃金引上げ及

び一時金に係る業績評価については、いずれもＭＲ－であったこ

とが認められる。

このように、本件検討対象期間の同人の基本給及び一時金の査

定並びにこれに係る業績評価ともに幾分低いものであったとみら

れる。

ｂ これに対して組合は、Ｘ１の業績評価が昭和５７年に最低評価

、 、 、とされ それ以降も低い評価とされたことにより 同人は基本給

一時金及び昇格に関する差別的取扱いを受けたが、それは、Ｘ１

が行った会社のコンピュータ合理化への反対闘争や配置転換命令

拒否目的の指名ストなどの組合活動によるものであると主張し、

また、同人の業績評価が最低評価とされたことにより、同人はシ

ニアプラントオペレーターⅠからⅡへの昇格が同年齢・同職種の

Ｘ９よりも５年遅れて大きな賃金格差が生じている旨主張する。

確かに、Ｘ１の同５７年度の賃金引上げに係る業績評価はＦＭ
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であり、さらに、同５８年度ないし同６０年度の賃金引上げに係

る 業 績 評 価 等 も Ｆ Ｍ と い う 非 常 に 低 い 評 価 を 受

けている一方で、前記第３．２(2)認定のとおり、同人は、同５７

年５月から同５９年９月までにおけるＶＤＴ業務拒否、配置転換

命令拒否を目的とした指名スト及びビラ貼り・マイク演説等の会

社の就業規則上の懲戒事由に該当する行為を行ったとして、会社

から同５９年１０月２２日に出勤停止１５日の懲戒処分を受けた

ことが認められる。しかしながら、①当委員会は、同２(2)認定

のとおり、本件懲戒処分には合理性があるとして、これが不当労

働行為であるとする組合の再審査請求を棄却したところであるこ

と、②Ｘ１が長期指名ストの後職場復帰した同年９月以降におい

ては、業績評価並びに基本給引上げ額及び一時金支給月数が向上

していること等を考慮すると、直ちにＸ１の基本給、一時金及び

昇格に関して不当な取扱いがあったとはいえないし、まして、上

記のＸ１の行為を理由とする低査定が本件検討対象期間における

基本給及び一時金の査定並びにこれに係る業績評価においても行

われたとまでは認めることはできない。

ｃ しかるところ、組合は 「本件申立期間（昭和５８年ないし平、

成２年）のＸ１の賃金・一時金差別による格差は、会社が是正し

ない限り将来にわたって累積するから 特段の不当な扱いがあっ、『

たとまではいえない』との初審命令の判断は容認できない」旨主

張する。

確かに、現在の基本給・一時金は過去の人事考課（業績評価）

結果の累積であるといえるところ 救済対象の始点となる時点 本、 （

件では昭和６３年４月１日）以降において、仮に、会社の不当労

働行為による不利益取扱いの事実が認められる場合には、その時
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点における基本給・一時金の格差に同日以前の会社の不当労働行

為による不利益取扱いによるものを含んでいても、その時点にお

いて現に存在する当該格差の是正を命じることは労働委員会の有

する裁量の範囲内であるというべきである。しかしながら、本件

においては、上記ｂ並びに下記ｄ及びｅによれば、Ｘ１に対する

会社の本件検討対象期間の基本給及び一時金に関して不当労働行

為と目される差別的取扱いがあったとの立証がないので、そのよ

うな格差是正を命じることはできず、上記の組合の主張は理由が

ない。

ｄ 組合は 「昭和６１年当時、低い職位のＸ１が高い職位の他組、

合の組合員と同じ業務を遂行しているという点で高い評価を受け

るべきなのに、Ｘ１の評価は平均以下であった」とも主張する。

しかしながら、①前記第３．２(2)認定のとおり、Ｘ１の鶴見

油槽所の操油一課での業務には、ローリーの積込みの監視等１人

で行うものと荷役等チームで行うものがあったものであり、その

主張は前提を欠くほか、②高位の職位の労働者との共同作業をし

たというだけで直ちに平均以上の勤務成績であるとの評価を得ら

れるものではなく、③他に、Ｘ１が平均以上の評価を受けるに値

する勤務状況であったとの組合の立証もないので、組合の主張は

失当である。

ｅ 以上のほかには、Ｘ１に対する本件検討対象期間における基本

給及び一時金に関する差別的取扱いについての立証はない。

(ｳ) Ｘ２及びＸ４について

ａ Ｘ２及びＸ４の本件検討対象期間の各年度・各季の相当額との

差額及び支給月数差をみるに、この間の相当額との差額は、Ｘ２

が１,８４４円～２,５１９円、Ｘ４が５５１円～２,１７１円で
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あり、また、支給月数差も、Ｘ２が０.１５５月～０.１５８月、

Ｘ４が０.０７０月～０.１００月である。

一方、本件検討対象期間の各年度・各季の賃金引上げ及び一時

金に係る業績評価は、Ｘ２については、一部を除いてＭＭ又はＭ

Ｍ＋であり、Ｘ４については総じてＭＲ－等であったことが認め

られる。

このように、本件検討対象期間の同人らの基本給及び一時金の

査定並びにこれに係る業績評価は、Ｘ２についてはかなり低いも

のであり、Ｘ４については総じて幾分低いものであったとみられ

る。

ｂ これに対して組合は Ｘ２及びＸ４の低査定の理由として Ｘ、 、「

２については、会社からの説明によると、ＶＤＴ業務など新しい

仕事に取り組まないこと、定時に席に着かないことなど服務態度

が悪いこととされていたが、①労使合意のない業務を評価の対象

とし、②組合の組合員だけ殊更に着席時間を厳しく監視していた

もので、不当な評価である 「特に、昭和６１年の大阪支店統。」、

廃合以降、乱発した労使慣行無視の業務命令（組合旗の掲揚・ス

テッカー・掲示板・ゼッケン着用に介入、制限）の拒否をもって

Ｘ２及びＸ４の業績評価が下がった 」として、両人への差別的。

取扱いは、組合所属及び組合活動によるものであると主張する。

しかしながら、①労使合意のない限り新しい業務に従事しない

ことが正当であるとまではいえないこと、②組合の組合員だけ不

当に着席時間を厳しく監視していたことの立証がないこと、③定

時に席に着かないことや、業務命令を拒否して組合旗の掲揚、ス

テッカー、掲示板、ゼッケン着用等を行ったことが正当な組合活

動であったことの立証がないことからすると、組合の主張は採用
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できない。

ｃ また、組合は、Ｘ２は昭和５５年の昇格以降平成元年の昇格ま

で９年間昇格しておらず、Ｘ４は昭和５９年の昇格以降平成３年

の昇格まで７年間昇格していない旨主張する。

しかしながら、前記第３．２(3)及び(4)認定のとおり、Ｘ２及

びＸ４がストライキの際のマイク演説、ＶＤＴ業務拒否等を行っ

たこと及びそのことにより昭和６０年３月１４日に懲戒処分を受

けたこと並びに昭和６１年３月以降もステッカー貼りやゼッケン

着用等の行為を行ったことを反映して低い評価とされたものと推

認され、これらが組合所属ないし正当な組合活動によることの立

証がないこと等からすると、直ちに同人らの昇格に関する会社の

取扱いを不当ということはできない。ちなみに、当委員会は前記

第３．２(3)認定のとおり、同人らに対する懲戒処分理由になっ

ている上記の争議時の行為及び業務拒否等は組合活動として正当

性が認められないか若しくは懲戒処分理由として合理性があると

して組合の再審査請求を棄却している。

ｄ 以上のほかには、Ｘ２及びＸ４に対する本件検討対象期間の基

本給及び一時金に関する差別的取扱いについての立証はない。

(ｴ) Ｘ３について

ａ Ｘ３の本件検討対象期間の各年度・各季の相当額との差額及び

支給月数差をみるに、この間の相当額との差額は９５２円～２,

０１８円であり、また、支給月数差も０.１００月～０.１５５月

であることが認められる。

一方本件検討対象期間の各年度・各季の賃金引上げ及び一時金

に係る業績評価は、ＭＲ－又はＭＭであったことが認められる。

このように、本件検討対象期間の同人の賃金・一時金の査定、
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業績評価は総じて幾分低いものであったとみられる。

ｂ しかるに、組合は、Ｘ３については、基本給及び一時金に関し

組合所属又は正当な組合活動による差別的取扱いがある旨の個別

具体的な主張・立証をしていない。

(ｵ) Ｘ５ について

ａ Ｘ５ の本件検討対象期間の各年度・各季の相当額との差額及

び支給月数差をみるに、この間の相当額との差額は１,７６６円

～２,２５１円であり、また、支給月数差も０.１５５月～０.１

５８月であることが認められる。

一方、本件検討対象期間の各年度・各季の賃金引上げ及び一時

、 。金に係る業績評価は ＭＭやＭＭ－等であったことが認められる

このように、本件検討対象期間の同人の基本給及び一時金の査

定並びにこれに係る業績評価ともに、総じてかなり低いもので

あったとみられる。

ｂ これに対して、組合は、同学歴、同年齢のＸ２と比較するとＸ

５ の賃金が低いことから、同人がＸ２以上に組合所属による賃

金・一時金について差別を受けたのは明らかであるとしたうえ、

Ｘ５ と同じ職位で同年齢のス労組合員と比較するとＸ５ の賃

金が低いと主張するが、この比較する事実のほとんどが申立て後

の年度にかかわるものであり、また、当該ス労組合員の勤務状態

のほか、その学歴、採用経過、採用年次等、比較対象者の均質性

の立証がないことから、賃金格差があったとしてもそれが組合所

属による差別的取扱いによるものであるとは判断できない。ちな

みに、Ｘ５ は、前記第３．２(3)認定のとおり、Ｘ２等ととも

にストライキの際会社の懲戒事由に該当する業務妨害等の行為を

したことにより昭和６０年３月２４日に懲戒処分を受けている。
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ｃ 次に、前記第３．３(4)ア認定のとおり、Ｘ５ は、評価面接

において上司のＹ１より､昭和６１年度の業績評価が総合評価ＭＭ

であることを通知され､その理由として､「日常の仕事以外の関連

業務に協力する姿勢及び始業時定時に着席するなどの姿勢に改善

がみられず、仕事に積極的に取り組むよう、今後とも改善を要す

る」旨の指摘を受けたことが認められる。

これに対して組合は 「会社が、大阪支店統廃合合理化に関す、

る団交を拒否し、新たな業務についての協議を拒否した経緯のな

かで、Ｘ５ は、団交で会社から説明を受ければ、組合本部と確

認をした上で仕事をすることにしていたところ、会社は、同６１

年度の業績評価で 『新しい業務に遂行する努力に欠けていた』、

ことを理由にＭＭと評価したものであるから、これを正当とする

初審命令の判断は誤っている 「会社の就業規則においては定。」、

時に着席しなければならないとの規定はない 」等と主張する。。

そこで検討するに、①大阪支店の統廃合に関する労使の協議が

団交拒否や不誠実団交の不当労働行為に該当するか否かは、本件

の争点ではないから判断するものではないが、少なくとも、組合

と会社の間で協議が整わない限り、組合員が使用者の業務命令に

従わないことが正当であるとはいえないこと、②上記のＹ１が指

摘したＸ５ の改善を要する事項の具体的事例としては、前記第

３．３(4)ア認定のとおり、新しく開拓された顧客に関する会計

業務など新しい業務や不在の同僚の仕事を指示しても、これを行

わず、外出中のセールスマンにかかってきた電話を取らなかった

ことのほか、営業の職場であるから定時には顧客等から電話が入

るのにストライキ以外の時も、日常的に、ビラ配りなどの組合活

動などで定刻に着席しなかったこと等がこれに当たると認められ
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るものであるところ、組合からはこれらが正当な組合活動による

ものであったことの立証がないのであるから、組合の主張は理由

がない。

しかるところ、Ｘ５ の同６１年度の業績評価は本件検討対象

期間の賃金引上げに係るものではないが、前記第３．３(4)イ及

びウ認定のとおり、本件検討対象期間の賃金引上げに係る同６３

年度の業績評価では「上司の指示する業務の拒否など、新しい業

、 、務等を積極的に取り組む姿勢の不足 同僚への協調・協力の欠如

上司に反抗的、定時の着席の必要性」等が指摘され、平成元年度

の業績評価でも「追加業務への拒否の姿勢、新しい業務の遂行の

欠如、不在が多いこと、朝の定時の着席状況の不良、上司の指示

に反抗的」等が指摘され、総合的には「日常の仕事以外に関連業

務に積極的、協力的でなく、習得意欲なく、意思もない」旨指摘

されており、これらの年度においてもＸ５ には同６１年度の業

績評価におけると同様、低評価に値する勤務状況のあったことが

うかがえる。そうすると、上記ａにみたＸ５ の本件検討対象期

間の賃金引上げ及び一時金に係る低い業績評価等が直ちに不当な

ものであったと認めることはできない。

ｄ 以上のほかには、Ｘ５ に対する本件検討対象期間の基本給及

び一時金に関する差別的取扱いについての立証はない。

(3) 結 論

以上にみたとおり、本件の基本給の格差の是正及び一時金の格差の是

正に関する申立てに関しては、①本件組合員と比較対象とされる組合員

有資格者との両集団の間における外形的格差が明らかでないほか、両集

団の間の外形的な差異から組合所属を理由とする差別を量的に推認する

には十分な量的規模や均質性も認め難いことから、本件組合員に対し集
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団として差別的取扱いがなされていると認めるに足りる立証がなく、ま

た、②業績評価制度やその手続が全体として不合理であり、その運用も

本件組合員を総じて不当に取り扱ったと認めるに足りる証拠はなく、さ

らに、③本件組合員各人が組合所属又は正当な組合活動を理由にして不

当な取扱いがなされているか否かの事情についても同様に的確な立証が

なされているとは認められず、加えて、会社の組合に対する不当労働行

為意思についても立証がないことを考慮すると、本件検討対象期間にお

ける本件組合員に対する会社の基本給及び一時金に関する取扱いについ

て労働組合法第７条第１号及び第３号の不当労働行為があったとする組

合の主張は採用できない。

３ 賃金・一時金の制度の公開と公正な運用について

組合は、会社が賃金・一時金の制度の非公開と不公正な運用をしたこ

とが不当労働行為であると主張している。

、 、 、 ．そこで検討するに 賃金・一時金の制度について 会社は 前記第３

、 、４(4)認定のとおり 組合からの要求に応じて団体交渉において説明をし

他方、組合は、当該団体交渉で一部は開示されたものの、なお、業績評

価と業績配分額との関係等が非開示であると不満を述べているものであ

る。しかしながら、当該団体交渉における会社の説明が不十分であるこ

とについての組合の具体的な立証がなく、少なくともその非開示である

ことが直ちに労働組合法第７条１号及び第３号の不当労働行為に当たる

とは解されず、さらに、制度の運用については、上記２判断のとおり、

賃金・一時金の格差について、会社に不当労働行為があったとは認める

ことはできないから、この点に関する組合の主張は採用できない。

以上のとおりであるので、本件再審査申立ては理由がない。
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よって、労働組合法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労

働委員会規則第５５条、第５６条及び第３３条の規定に基づき、主文のとおり

命令する。

平成１９年２月２１日

中央労働委員会

印第二部会長 菅 野 和 夫 ○


